
「東京都内に勤務されている非医師会員」 

の日本医師会認定産業医新規申請方法 

 

１．令和５年度 新規申請受付期間 （年６回）           

 【令和５年度 東京都医師会 新規申請受付期間】 

第１回  令和５年 ３月２０日 ～ ４月１０日 必着 

第２回  令和５年 ５月２２日 ～ ６月 ９日 必着 

第３回  令和５年 ７月２０日 ～ ８月１０日 必着 

第４回  令和５年 ９月２０日 ～１０月１０日 必着 

第５回  令和５年１１月２０日 ～１２月 ８日 必着 

第６回  令和６年 １月２２日 ～ ２月 ９日 必着 

      ※受付は平日のみ（土・日・祝日はお休み）となります。 

        【 受付時間 ：１０：００～１７：００ 】 

      

なお、上記期間に新規申請された場合の日本医師会認定産業医認定日は下記の予定です。 

第１回：令和５年 ５月３０日  第２回：令和５年 ７月２５日 

第３回：令和５年 ９月２６日  第４回：令和５年１１月２８日 

第５回：令和６年 １月３０日  第６回：令和６年 ３月２６日 

 

 

２．新規申請方法                          

 上記受付期間中に、下記を持参の上、東京都医師会に直接お越しいただき、申請手続きを行っ

てください。（郵送は不可・代理人は可。なお、新規申請で代理の方がお越しになる場合は、代理

の方に新規申請書を記入していただきますので、申請者の「勤務先／自宅の住所／電話番号」及

び「診療科目」をお伝えください。） 

    

     ①印鑑（認印でかまいません） 

       ※来会時に「日本医師会認定産業医新規申請書」をご記入いただきます。 

②「産業医学研修手帳Ⅰ（基礎研修５０単位以上を修了したことが証明されているこ

と）」または「産業医科大学 産業医学基本講座修了認定書のコピー（修了認定の日

から５年以内のもの）」 

③審査・登録料 １０，０００円 

④医師免許証のコピー（コピーサイズは A4でお願いいたします。） 

※基礎研修 50 単位修了者の新規申請は、研修最終受講日から 5 年以内に 1 回限り申

請できることとなっております。 

 

 

 

 



No. 講座名
単位シール

発行
産医大からの
発行資料

注意事項

1
産業医学基礎研修会
夏期・冬季集中講座
（医師のみ参加）

なし
修了認定書が
発行される

修了認定書をもって新規申請を受け付ける

2
産業医学基本講座

（医師以外も参加可）
なし

修了証と修了
認定書が発行

される

修了証をもって新規申請を受け付ける
※医師以外の参加者も修了認定書が発行
されるため不可

3
産業医学基礎研修会

東京集中講座
（医師のみ参加）

あり
（日医共催）

受講証明書が
発行される

手帳の単位シールを確認の上、申請を受け
付ける
※受講証明書は一部受講者にも発行される
ため、受講証明書のみの申請不可

日本医師会認定産業医【新規申請】提出書類の注意

新規申請可能が可能となる講座は３種類あります。

下記表の通り、提出書類の取扱いが異なりますのでご注意ください。



【No.1】産業医学基礎研修会夏期集中講座の発行資料

産医大より修了認定書が発行されます。本講座は、修了
認定書をもって新規申請を受け付けます。
なお、修了認定書は産業医学基本講座の修了認定書と
フォームが異なりますので取扱いにご注意ください。



【No.2】産業医学基本講座の発行資料

産医大より修了証と修了認定書が発行されます。本講座は
医師以外の参加者もいるため、修了証をもって新規申請を
受け付けます（修了認定書のみは不可）。



【No.3】産業医学基礎研修会東京集中講座の発行資料

日医共催の本講座は受講証明
書と単位シールが発行されま
す。新規申請の際は、単位
シールを確認の上、受け付け
ます。
なお受講証明書は、一部受講
者にも発行されるため、受講
証明書のみの新規申請は不可
です。



「東京都内に勤務されている非医師会員」 

の日本医師会認定産業医更新申請方法 

 

１．令和５年度 更新申請受付期間                 

 有効期限の４ヶ月程前に、東京都医師会より日本医師会認定産業医へ更新申請に関する案内通

知を送付いたします。申請受付期間及び申請方法について記載しておりますので、指定の受付期

間中に下記の申請方法でお手続きください。 

 

２．更新申請方法                         

 東京都医師会が送付する案内文で指定した受付期間中に、下記を持参の上、東京都医師会に直

接お越しいただき、申請手続きを行ってください。（郵送は不可・代理人は可） 

 ご不明な点がございましたら東京都医師会健康保健課までお問い合わせください。 

 

①印鑑（認印でかまいません） 

②「産業医学研修手帳Ⅱ（生涯研修２０単位以上を修了したことが証明されていること）」 

③審査・登録料 １０，０００円 

 

※来会時に認定証番号を確認いたします。 

※「日本医師会認定産業医更新申請書」は東京都医師会において保管しております。但し、勤務 

先が他県から東京都内に移られた際に変更届を提出されていない場合、前回申請をした道府

県医師会より申請書が届く可能性があります。申請書が事前に届いている場合は申請の際、 

必ず申請書をご持参ください。 

 

※来会時に、以下の点に従って申請書に記入いただきます。代理の方が申請される場合は、勤務 

先／自宅の住所・電話番号及び診療科目等を代理の方へお伝えください。事前に更新申請書の

印字内容をお知りになりたい場合は、お手数ですが本会健康保健課までお問い合わせください。 

①申請する都道府県、氏名を記入の上、押印いただきます。 

②氏名、性別、生年月日、医籍番号、医籍登録日、開業・勤務の別、所属施設名・所在地、自 

宅住所、メールアドレス、診療科目、産業医活動の有無・事業場数の項目について、印字内

容を確認の上、訂正のある部分のみ訂正内容を記入いただきます。 

③産業医活動をしている場合、差し支えなければ事業場名を記入いただきます。 

 

※住所・勤務先等登録事項に変更があった場合には、「日本医師会認定産業医変更届」を東京都医 

師会健康保健課へご提出ください。更新時期に更新申請書が届かなくなる場合があります。（用 

紙は、本会ホームページ「医師のみなさまへ」→「産業医情報」→「書式ダウンロード」から

印刷できます。）なお、ご勤務地が東京都から他県へ移られた方は、新しいご勤務地の道府県

医師会へ変更のご連絡をして下さい。 



 

  

公益社団法人東京都医師会 健康保健課 

 〒１０１－８３２８ 千代田区神田駿河台２－５ 東京都医師会館６階 

ＴＥＬ ０３－３２９４－８８２１（代） ＦＡＸ ０３－３２９２－７０９７   

 

 

 

【交 通】 

•ＪＲ 中央・総武線 御茶ノ水駅 （御茶ノ水橋出口） 下車徒歩約 2分 

•東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 下車徒歩約 4分 

•東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 下車徒歩約 5分 

 

 

 

 

 

 

 

 


